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大津市の事案から学ぶべきもの 

（新聞等から得た情報により判断） 

 

 

（１） 被害生徒及びその他の生徒からのサインが見逃された。 
・学校生活（体育祭での暴行、トイレでのけんか）での見逃し 
               生徒のサインを見逃さない体制づくり  
            いじめをゆるさない学校文化、学級づくり 

 
 

（２） 学校の調査へのチェック機能が働かなかった。 
・アンケートから得た情報の取り扱いが不適切であった 
・第三者による調査委員会も現時点（H24.7.23）で設置されていない 
・教育委員会の事案への関与が低い 
            第三者からなる学校問題支援チーム等の活用 
             教育委員会と現場が一体となった問題解決 
 
 

（３） 学校、教育委員会の情報公開への対応が不十分であった。 
・情報が断片的で混乱を助長した 

       十分な説明責任 
 
 
（４） 関係機関の連携がとれていなかった 

・学校、地教委、県教委間の連携が十分ではない。 
                     情報共有する体制づくり  
 
 

（５） 過去の教訓が生かされていない。 
・平成 17～18 年にいじめによる自殺事件が続いて発生し、対応の強化が 

議論されたにもかかわらず、経験が生かされていない。 
 過去の教訓を生かしたシステムづくり 
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定例記者会見での大津市のいじめ自殺問題に関する知事発言 

 
（2012 年 7 月 12 日） 
○日本海テレビ 小谷憲司 記者  
 滋賀県の大津市の方で、今、いじめ自殺問題がちょっと深刻な問題になっていますが、鳥

取県の状況も踏まえまして、平井知事のその辺の見解などを教えていただけたらと思います。  
 
●知事  
 鳥取県でも、こういうことはあってはならないことでありまして、教育委員会の方にしっ

かりとした情報公開、それから子どもの痛切な声に答える姿勢というものを求めていきたい

というふうに思います。鳥取県内でも、こういう悲惨な極めて悲惨な例というのはあまりな

いかもしれませんけども、ただ、そういう素地はないわけではないと思います。１つには教

育委員会制度あるいは教育現場がどうしても閉鎖的になりやすい、自己完結型になりやすい

という、そういう制度的な裏味があろうかと思います。その意味で私どもでは、教育振興協

約〔鳥取県の子どもたちの未来のための教育に関する協約〕という協定を結びまして、言わ

ば約束をするかたちで執行部が教育委員会に関与していくと、そこで民意を注入していくと

いう仕組みを作りました。  
 
 こういうような仕組み、これからＰＤＣＡ〔計画・実行・チェック・行動〕サイクルを回

していく夏にかかりますので、そういう中でもこういういじめ問題というものを、教育委員

会側と意見交換をして、今後その協約の中に盛り込んでいきたいと思います。これは教育委

員会側とよく話し合いをしたいと思います。今回の事態は非常に遺憾なことでありまして、

教育関係者の猛省を求める必要があろうかと思います。また、警察もここにきて急遽捜査に

入りましたけども、そもそも父親のかたから、何度も告発を受けていながら動かなかった。

それが今になって動くというのは手遅れと言いますか、責任逃れの感じもせんでもありませ

ん。何かごたごたした感じで今大津が揺らいでいるというのは、子どもたちにとって大変に

残念な状況であり、一刻も早くこの事態を解消してもらいたいと思います。  
 
（2012 年 7 月 18 日） 
○読売新聞 野口英彦 記者  
 大津市のいじめの問題で、大阪市の橋下〔徹〕市長が教育委員会制度が機能してないと、

教育委員が機能してないということで、教育委員というのは膿中の膿だという強い表現で非

難をされたことがあったんですが、今回のことを、例えば再発防止策等がまとまればいいと

思われるのか、これを機に教育委員会制度のあり方まで踏み込んで改革すべきと考えている

のか、いかがでしょうか。  
 
●知事  
 私は以前から申し上げているように、教育委員会制度は、残念ながらちょっと前時代の遺

物的になり始めていると思います。だから、今風に地域の住民がどんどん教育に物を申した

り、それから参画できる、そういう仕組みにすべきだと思うし、その意味で首長部局の中に

入ってもおかしくはないぐらいの時代だろうと思います。ただ、そうは言っても厳然として、

今、教育委員会制度はありますので、私としては教育振興協約〔鳥取県の子どもたちの未来

のための教育に関する協約〕を梃子にして教育委員会に、このいじめの件でも働きかけをし

たいと思っております。実は、先週記者会見でそういう話をここでさせていただいた後、〔県〕

教育長とも話をさせていただきました。教育委員会側もあんまり異存がないみたいでござい

-5-

資料３



まして、いろいろとちょっとこちらでもアイデアを出して考えてみたいと思います。  
 
 教育委員会もこのいじめ問題を取り上げてみようと言っていますので、向こうも動かれる

んではないかと思います。要は生徒のため、それから地域の役に立つような、そして安心で

きる学校の態勢を作らなければならないと思います。今回は大津市の教育委員会や教育現場

については、非常に批判が集中しておりますが、この際そうした一掃されるべき問題点は一

掃すべきではないかと思います。非常に子どもの成長が関わるということもございまして、

いろんな子どもたちを預かって、それぞれに１人の人間として育てなければならないという

微妙な領域でありますので、難しさはあるんだろうと思いますけども、ただ、メスを入れる

べきことには、この際、大津市の場合はメスを入れるべきではないかと思います。  
 
○朝日新聞 宗潤敏 記者  
 あれはもう大津市、市教〔育〕委〔員会〕の対応、今、非難が集中しているというふうに

おっしゃいましたが、被害者、もし仮に鳥取県でも起きた場合に、やっぱりそういった批判

というか、同じような対応になる可能性というか、あると思われますか。あれも大津市固有

の問題とお考えになられているのか、それとも組織の問題として他の地位の汎用性というか、

あるかというのをお考えというのは。  
 
●知事  
 これはちょっと、それはその場を想定してみないと分かりません。私も直接話しているの

は県教〔育〕委〔員会〕だけでありまして、市町村の教育委員会とは教育長さんや〔教育〕

委員長さんなど、いろんな会合でお話をすることはございますけども、直接そう頻繁にやり

取りしているわけではございません、県教委だけでありますね。今回のケースのようなこと

が本県で起こるかどうかというのはちょっと私も分かりません。あってはならないことであ

りますので、その意味で、いじめということに学校として気づける、それからそれに対して

適切に対処していく、そういう仕組みをやっぱりこれは地道ではあろうかと思います、育て

なければならないと思います。あと、こないだも県の教育長に申し上げたんですが、場合に

よっては第三者的な目が入って、それで検証をしていくというようなこともあってもいいん

ではないかと、問題提起は教育委員会側にさせていただいております。ただ、ちょっとこれ、

今後よく現場の意見も聞きながら鳥取県なりのシステムというのを考えていきたいと思いま

す。  
 
○読売新聞 野口英彦 記者  
 和歌山県だったと思うんですが、全生徒にいじめがないかどうか調査をすると、今回の事

態を受けまして。そういったことがあったので、そういったお考えはあるのかないのかとい

うことと、例えば青少年の育成とか、あるいは自殺防止というのは、これは知事部局の方に

あるわけですね、そういったリソース〔資源〕を活用されるお考えがあるのかどうなのかお

伺いします。  
 
●知事  
 これについては、今、教育委員会の方もちょっと先週、問題提起もしまして、動いている

ようでありますから、ちょっと教育委員会側で調査されるかどうかは見守っていきたいと思

います。ただ、県民の皆さんも誤解なきように申し上げれば、今直ちに問題が起こったわけ

では本県はございませんが、問題は他山の石として、ああいう事象が起こったときに生徒１

人命が奪われるということにならないようなシステム作りを鳥取県としても、考えていく必

要はあるんじゃないかということです。  
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資料４鳥取県いじめ対策指針（抜粋）
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学校における課題解決のための専門支援について 

 

【事業概要・目的】 

１ 事後検証による対応策の標準化 

弁護士等に寄せられた相談のうち、トラブルの原因等を事後検証・標準化

した上で、データベースなどを通じて各学校に情報提供し、今後の対応に

役立てる。 

 

２ 特定の困難事例の解決に向けた体制整備 

特定の困難事例に対応するため、必要な専門知識を持つ者、関係機関、有

識者を構成員として個別支援チームを結成し、問題解決を図る。 

 

【チームの構成員】 

 ※検討する事例の内容に応じて、構成員を決定。 

 ※１会議当たり、行政関係者＋有識者３名で構成することを想定。 

  （想定メンバー） 

弁護士、精神科医、臨床心理士、ソーシャルスクールワーカー 

    学識経験者（退職校長等）、警察、行政関係者（県教委、市町村教委等） 

    その他（民生委員等） 

 

【予算（標準事務費除く）】 

   ◆特別旅費 @2,500 円×8回×3名＝ 60 千円 

   ◆報償費 @9,200 円×8回×3名＝221 千円 
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学校問題支援チームの運営方法（案） 

 

 

特定の困難事例の解決に向けた個別支援チームを結成し、問題の解決を図る。 

 

   １ 個別支援チームの運営主体 

    ○市町村立小中学校の場合 → 教育局又は小中学校課 

      ※教育局が運営主体となり、チームを設置する場合は小中学校課

にも報告。 

    ○県立学校の場合 → 県立学校、高等学校課又は特別支援教育課 

      ※県立学校が運営主体となり、チームを設置する場合は高等学校

課又は特別支援教育課にも報告。 

 

２ 手順 

     ①困難事例の発生、対応検討【学校、関係機関】  
     ②事業計画書の提出【運営主体→教育総務課】 
      ※事業計画書記載事項 

  ・困難事例の概要 
       ・個別支援チーム設置の目的、解決すべき点 
       ・構成メンバー（案） 
       ・所要経費見込（報酬単価、開催回数等） 
     ③内容確認、所要額の令達【教育総務課→運営主体】 
     ④個別支援チームの結成、対応検討【運営主体】 
     ⑤事業報告【運営主体→教育総務課】 
    ⑥不要額の引き上げ【教育総務課】 
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学校問題解決支援事業（法律相談窓口の設置）の実施について 

 

教育総務課 

 

１ 目的 

近年、学校現場では、保護者等からの要望が多様化している。 

これらの、解決困難な問題の対応に追われ、過重労働に陥ったり、長期間にわた

り精神的負担を抱え健康を損なう教職員が発生しないよう、学校問題に関する法的

な疑問点等に関する相談窓口を開設する。 

  

２ 事業概要 

（１）実施方法 

・東部・中部・西部の弁護士（各１名）と相談業務契約を締結。 
・週１回、２時間程度の相談時間を設け、各学校等からの相談を受ける。 

 

 （２）事業開始時期 

    平成２３年７月 

 

 （３）相談内容 

学校に寄せられた要望や苦情についての法的な問題に関する相談、学校の管

理運営等についての法的な問題に関する相談 

 

※学校に関する問題に限る。 

 

 （４）相談対象者 

   ・県立学校、市町村立学校 

   ・県教育委員会事務局、市町村教育委員会事務局 

 

     ※原則、事実関係を把握している者（所属）が同席して相談する。 

 

-11-


